
　ご不明な点などがございましたら、　kaishin4.jhs.pta@gmail.com　までお問い合わせください。

　　　　● PTA行事等に係る保証として、生徒、PTA会員（保護者・教職員）が対象の保険に加入。

 　　　　　　下記の保険掛金をＡＩG損害保険株式会社へ支払っています。

　　　　 　なお詳細については、添付の補償制度の案内書および令和２年度 PTA予算を

　　　　　 確認していただきますようお願い申し上げます。

　　　　 ＰＴＡ団体傷害保険　全家庭数　×　１９０円

 　　　　ＰＴＡ賠償責任保険　生徒数　　 ×　　１０円
=保険掛金

令和２年９月
練馬区立開進第四中学校

PTA会⾧　　古川文仁

ＰＴＡ会員の皆様

練馬区立中学校ＰＴＡ連合協議会会費

およびＰＴＡ保険についてのお知らせ

         ＰＴＡ会員数（全家庭数＋教職員数） ×　７０円

　　　　● 本校ＰＴＡは「練馬区立中学校ＰＴＡ連合協議会」に加盟しており、その会費として

　　　　　　 下記の金額をＰＴＡ会費より納めています。

　　 先般、PTA総会において本年度の予算案が承認されたのを受け、今年度は、振込にて、皆様より

　　 日頃より、PTA活動へのご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

　会費を集めさせていただきました。ご協力誠にありがとうございました。

　以下、皆様のＰＴＡ会費より支出する「ＰＴＡ連合協議会会費」と「ＰＴＡ保険料」について

　のお知らせです。
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